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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１ 当社は中間連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２ 当社は持分法の対象となる関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載して

おりません。 

３ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記

載しておりません。 

５ 第142期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針 第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第141期中 第142期中 第143期中 第141期 第142期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 (百万円) 5,728 6,554 8,831 11,886 13,777 

経常損益 (百万円) 437 678 1,089 756 1,395 

中間（当期）純損益 (百万円) 383 368 619 696 779 

持分法を適用した場合の

投資利益 
(百万円) － － － － － 

資本金 (百万円) 800 800 800 800 800 

発行済株式総数 （千株） 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

純資産額 (百万円) 5,173 5,889 6,786 5,640 6,340 

総資産額 (百万円) 15,696 17,917 20,057 17,025 18,847 

１株当たり純資産額 （円） 323.66 368.55 424.82 352.86 396.87 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） 24.00 23.06 38.75 43.58 48.78 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） － － － － － 

１株当たり配当額 （円） － － － 3.00 5.00 

自己資本比率 （％） 33.0 32.9 33.8 33.1 33.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 217 150 1,346 300 1,380 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △259 △143 △464 △280 △477 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 51 95 △322 △124 △378 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
(百万円) 810 798 1,780 696 1,220 

従業員数 （人） 355 352 342 350 340 

(外、平均臨時雇用者数)   (－) (76) (110) (60) (86)



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

    ２ 臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、社外工、再雇用者を含む。）は、当中間会計期

間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

従業員数   342人（110人） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間会計期間におけるわが国経済は、個人消費が足踏みしているものの企業業績が好調に推移し景気は緩やかな

がらも拡大を続けてまいりました。しかし住宅ローン問題を抱えたアメリカ経済の減速懸念の高まりに加えて、金融

市場の不安定化、原油や穀物などの原材料高、円高などによる企業収益への悪影響、ガソリン価格高騰による家計へ

の影響と言った懸念もかかえております。 

  内航海運業界では、造船所の船台不足に加えて船価の大幅アップの影響はありますが、老齢船化の進行、運賃・用

船料の引き上げもあり、代替建造の動きが徐々に回復してきております。外航・近海船業界におきましては、世界的

な物流需要の増大で新船建造需要は依然として根強く、大型４サイクル機関や２サイクル機関に対する引合いが大き

く増加しております。一方、輸出関係では韓国、ベトナム、台湾、中国などアジア諸国向け貨物船用やケミカル船

用、アスファルト船用主機関に引合いが続き、ヨーロッパ向けではトルコからの引合いが活発になっております。漁

船関係はなお厳しい状況が続いております。 

 当中間会計期間の業績につきましては、主機関の単体輸出や外航・近海船向け主機関の積極的な受注確保、受注価

格の是正、部品拡販に努めました結果、受注高は11,490百万円（前年同期比43.5%増）、売上高は8,831百万円（前年

同期比34.7%増）となり、受注残高は12,219百万円（前年同期比72.0%増）となりました。 

 損益面につきましては、鍛造・非鉄部品が大きく値上がりしたのをはじめ、購入器材全般にわたって価格上昇が続

いており、さらに労務費や機械の償却費も増加、製造コストの大幅アップが避けられない厳しい状況が続きました

が、高操業下での生産性向上やコストダウン、経費の抑制に努力した結果、営業利益は1,184百万円（前年同期比

48.9%増）、経常利益は1,089百万円（前年同期比60.5%増），中間純利益は 619百万円（前年同期比68.0%増）となり

ました。 

 主機関は単体輸出が韓国向けを中心に大きく増加し、内航船向けも若干回復傾向にあり、売上高は6,075百万円

（前年同期比49.8％増）となりました。部分品・修理工事につきましては、国内向けの回復と海外向けが引き続き好

調を維持したこともあり、売上高は2,755百万円（前年同期比10.3％増）となりました。  

  

(2）キャッシュ・フロー 

  当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べ981百万円増加し、当中間会計

期間末には1,780百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、1,346百万円（前年同期は150百万円の収入）となりまし

た。これは主に、法人税等の支払額416百万円があったものの、税引前中間純利益1,083百万円を確保したこと及び仕

入債務が518百万円増加したことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、464百万円（前年同期は143百万円の使用）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得466百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、322百万円（前年同期は95百万円の収入）となりまし

た。これは主に、配当金の支払による支出79百万円及び長期借入金の返済による支出240百万円によるものでありま

す。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を事業区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は平均販売価格により示しております。 

     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前事業年度より事業区分を「内燃機」及び「産業機械」から「内燃機」及び「部分品・修理工事」へと変更

しております。なお、前年同期比につきましては、前中間会計期間を変更後の事業区分に組み替えて算出し

ております。 

(2）受注状況 

 当中間会計期間における受注状況を事業区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 前事業年度より事業区分を「内燃機」及び「産業機械」から「内燃機」及び「部分品・修理工事」へと変更

しております。なお、前年同期比につきましては、前中間会計期間を変更後の事業区分に組み替えて算出し

ております。 

  

(3）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を事業区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ 前事業年度より事業区分を「内燃機」及び「産業機械」から「内燃機」及び「部分品・修理工事」へと変更

      しております。なお、前年同期比につきましては、前中間会計期間を変更後の事業区分に組み替えて算出し

      ております。 

３ 近２中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

なお、（ ）内は輸出販売高の総販売高に占める割合であります。 

事業区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

内燃機 5,670 131.0 

部分品・修理工事 2,778 112.9 

合計 8,449 124.5 

事業区分 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％） 

内燃機 8,735 158.5 12,219 172.0 

部分品・修理工事 2,755 110.3 － － 

合計 11,490 143.5 12,219 172.0 

事業区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

内燃機 6,075 149.8 

部分品・修理工事 2,755 110.3 

合計 8,831 134.7 

輸出先 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

東アジア 1,014 33.6 1,648 41.3 

東南アジア 599 19.9 703 17.7 

ヨーロッパ 58 1.9 75 1.9 

中央アメリカ 1,316 43.6 1,517 38.1 

その他 29 1.0 38 1.0 

合計 
3,018 

（46.1％）
100.0 

3,983 

（45.1％）
100.0 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社は船舶用ディーゼルエンジン、周辺機器等、製品の開発から出荷、メンテナンスまで一貫した事業活動を通し

て、独自の技術力とアフターサービスを提供し、顧客の満足を得ることを基本としております。 

 現在、研究開発は技術部において推進しており、研究開発のスタッフは７名であります。 

 当中間会計期間における研究開発費の総額は43百万円であります。 

 なお、研究開発の主な内容は、次のとおりであります。 

  

 低速4サイクル機関用電子制御システムの開発 

 内航船用主機関として広く採用されている低速４サイクルエンジンの燃料噴射、吸排気弁、シリンダ注油の全てを

対象とした電子制御技術を確立し、環境面及び経済面での貢献を目指しております。当中間会計期間は電子制御装置

の試作品の製作、及びその試作品を使用した要素試験を行っています。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したものは、次のとおり

であります。 

  

 明石工場のクランクピンレース新設については、平成19年8月に完了及び稼動しております。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 40,000,000 

計 40,000,000 

種類 
中間会計期間末現在
発行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成19年12月21日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 16,000,000 16,000,000 
大阪証券取引所 

（市場第二部） 
－ 

計 16,000,000 16,000,000 － － 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(5）【大株主の状況】 

  （注） 大和証券投資信託委託株式会社及びその共同保有者である株式会社大和証券グループ本社から、平成19年７

      月19日付の大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の

      報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんの 

      で、上記大株主の状況には含めておりません。 

年月日 
発行済株式
総数増減数 

（株） 

発行済株式
総数残高 

（株） 

資本金増減額

（百万円） 

資本金残高 

（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

 平成19年４月１日～ 

 平成19年９月30日 

  

－ 16,000,000 － 800 － 41 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

株式会社オゾネ 神戸市中央区中町通３丁目２－15 1,011 6.32 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 838 5.23 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 790 4.93 

木下 清子 兵庫県明石市 687 4.29 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目１１－３ 633 3.95 

木下 和彦 神戸市垂水区 545 3.40 

株式会社アンダーウッド 明石市東人丸町30－17 500 3.12 

阪神ディーゼル取引先持株会 神戸市中央区海岸通８ 492 3.07 

京阪神興業株式会社 神戸市中央区浪花町15 450 2.81 

株式会社ノザワ 神戸市中央区浪花町15 350 2.18 

合計 － 6,297 39.36 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合 

 （％） 

大和証券投資信託委託株式会社 東京都中央区萱場町２丁目10-5 973,000 6.08 

 株式会社大和証券グループ本社  東京都千代田区大手町２丁目6-4 50,000 0.31 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式   25,000 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,851,000 15,851 － 

単元未満株式 普通株式    124,000 － １単元（1,000株）未満の株式 

発行済株式総数 普通株式 16,000,000 － － 

総株主の議決権 － 15,851 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

（自己保有株式） 

阪神内燃機工業株式会社 
神戸市中央区海岸通８ 25,000 － 25,000 0.16 

合計 － 25,000 － 25,000 0.16 

月別 
平成19年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 630 727 909 950 1,009 850 

最低（円） 510 606 703 829 780 750 



第５【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受けております。当中間会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監

査法人トーマツによる中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間会計期間      みすず監査法人 

  当中間会計期間      監査法人トーマツ 

３ 中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金   798   1,480 870   

受取手形 ※４ 2,157   2,084 2,384   

売掛金   2,944   3,469 2,597   

棚卸資産   3,538   3,844 3,824   

その他   368   795 828   

貸倒引当金   △266   △280 △273   

流動資産合計     9,541 53.3 11,395 56.8   10,231 54.3

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※1,2         

建物   633   607 619   

機械及び装置   696   1,011 771   

土地   5,089   5,139 5,139   

その他   298   314 345   

計   6,716     7,072     6,875     

無形固定資産   22   24 27   

投資その他の資産           

投資有価証券 ※２ 1,191   1,076 1,228   

その他   482   526 515   

貸倒引当金   △37   △37 △31   

計   1,636     1,566     1,713     

固定資産合計     8,375 46.7 8,662 43.2   8,616 45.7

資産合計     17,917 100.0 20,057 100.0   18,847 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

支払手形 ※４ 1,719   2,224 1,862   

買掛金   1,631   1,939 1,783   

短期借入金 ※２ 712   407 450   

前受金   935   1,766 1,344   

賞与引当金   211   274 251   

役員賞与引当金   －   5 9   

製品保証等引当金   13   15 16   

その他 ※３ 1,105   1,351 1,268   

流動負債合計     6,329 35.3 7,983 39.8   6,986 37.1

Ⅱ 固定負債           

長期借入金 ※２ 2,504   2,096 2,293   

再評価に係る繰延税
金負債 

  1,986   1,957 1,957   

退職給付引当金   854   909 867   

役員退職引当金   64   52 69   

その他   289   270 331   

固定負債合計     5,698 31.8 5,287 26.4   5,520 29.3

負債合計     12,027 67.1 13,271 66.2   12,506 66.4

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

 資本金     800 4.5   800 4.0   800 4.2 

 資本剰余金                     

 資本準備金   41     41     41     

資本剰余金合計     41 0.2   41 0.2   41 0.2 

 利益剰余金                     

 利益準備金   32     40     32     

 その他利益剰余金                     

固定資産圧縮積
立金 

  91     80     85     

別途積立金   600     1,300     600     

繰越利益剰余金   975     1,244     1,407     

利益剰余金合計     1,699 9.5   2,665 13.3   2,125 11.3 

 自己株式     △3 △0.0   △6 △0.0   △4 △0.0 

株主資本合計     2,537 14.2   3,500 17.5   2,963 15.7 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

  その他有価証券評価
差額金 

    495 2.8   426 2.1   517 2.7 

 繰延ヘッジ損益     △2 △0.0   － －   － － 

 土地再評価差額金     2,858 15.9   2,859 14.2   2,859 15.2 

評価・換算差額等合
計 

    3,351 18.7   3,286 16.3   3,377 17.9 

純資産合計     5,889 32.9   6,786 33.8   6,340 33.6 

負債・純資産合計     17,917 100.0   20,057 100.0   18,847 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     6,554 100.0 8,831 100.0   13,777 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,604 70.2 6,367 72.1   9,893 71.8

売上総利益     1,950 29.8 2,464 27.9   3,883 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,155 17.7 1,279 14.5   2,327 16.9

営業利益     795 12.1 1,184 13.4   1,556 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   13 0.2 29 0.3   90 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２   130 1.9 123 1.4   251 1.8

経常利益     678 10.4 1,089 12.3   1,395 10.1

Ⅵ 特別利益     － － － －   － －

Ⅶ 特別損失     10 0.2 6 0.0   15 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

    668 10.2 1,083 12.3   1,380 10

法人税、住民税及
び事業税 

  319   483 654   

法人税等調整額   △18 300 4.6 △18 464 5.3 △54 600 4.3

中間（当期）純利
益 

    368 5.6 619 7.0   779 5.7

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。 

任意積立金取崩額 

１．固定資産圧縮積立金取崩額     20百万円 

２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。 

利益処分額 

１．利益準備金             5百万円 

２．利益配当金             47百万円 

３．任意積立金             

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
  

利益剰余
金合計 固定資産

圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年3月31日残高（百万円) 800 41 41 27 117 － 1,233 1,378 △1 2,218 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当（百万円） 
   (注) ２. 

      5     △52 △47   △47 

圧縮積立金の取崩（百万円） 
 (注) １. 

        △26   26 －   － 

別途積立金の積立（百万円） 
（注）２. 

          600 △600 －   － 

中間純利益（百万円）             368 368   368 

自己株式の取得（百万円）                 △1 △1 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（百万円） 

                    

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － 5 △26 600 △257 320 △1 319 

平成18年9月30日残高（百万円) 800 41 41 32 91 600 975 1,699 △3 2,537 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日残高（百万円) 563 － 2,858 3,421 5,640 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当（百万円） 
（注）２． 

        △47 

圧縮積立金の取崩（百万円） 
（注）１. 

        － 

別途積立金の積立（百万円） 
（注）２. 

        － 

中間純利益（百万円）         368 

自己株式の取得（百万円）         △1 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（百万円） 

△67 △2 － △69 △69 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△67 △2 － △69 249 

平成18年9月30日残高（百万円) 495 △2 2,858 3,351 5,889 

（1）別途積立金     600百万円 

合計     652百万円 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
  

利益剰余
金合計 固定資産

圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成19年3月31日残高（百万円) 800 41 41 32 85 600 1,407 2,125 △4 2,963 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当（百万円）       7     △87 △79   △79 

圧縮積立金の取崩（百万円）         △5   5 －   － 

別途積立金の積立（百万円）           700 △700 －   － 

中間純利益（百万円）             619 619   619 

自己株式の取得（百万円）                 △2 △2 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（百万円） 

                    

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － 7 △5 700 △163 539 △2 536 

平成19年9月30日残高（百万円) 800 41 41 40 80 1,300 1,244 2,665 △6 3,500 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年3月31日残高（百万円) 517 2,859 3,377 6,340 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当（百万円）       △79 

圧縮積立金の取崩（百万円）       － 

別途積立金の積立（百万円）       － 

中間純利益（百万円）       619 

自己株式の取得（百万円）       △2 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 
（百万円） 

△91 － △91 △91 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△91 － △91 445 

平成19年9月30日残高（百万円) 426 2,859 3,286 6,786 

 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。 

任意積立金取崩額 

１．固定資産圧縮積立金取崩額     20百万円 

２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。 

利益処分額 

１．利益準備金             5百万円 

２．利益配当金             47百万円 

３．任意積立金             

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
  

利益剰余
金合計 固定資産

圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年3月31日残高（百万円) 800 41 41 27 117 － 1,233 1,378 △1 2,218 

事業年度中の変動額                    

剰余金の配当（百万円） 
（注）２． 

      5     △52 △47   △47 

圧縮積立金の取崩（百万円） 
（注）１. 

        △32   32 －   － 

別途積立金の積立（百万円） 
（注）２. 

          600 △600 －   － 

当期純利益（百万円）             779 779   779 

土地再評価差額金取崩額             15 15   15 

自己株式の取得（百万円）                 △2 △2 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 
（百万円） 

                    

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － 5 △32 600 174 747 △2 744 

平成19年3月31日残高（百万円) 800 41 41 32 85 600 1,407 2,125 △4 2,963 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日残高（百万円) 563 2,858 3,421 5,640 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当（百万円） 
（注）２． 

      △47 

圧縮積立金の取崩（百万円） 
（注）１. 

      － 

別途積立金の積立（百万円） 
（注）２. 

      － 

当期純利益（百万円）       779 

土地再評価差額金取崩額   △15 △15 － 

自己株式の取得（百万円）       △2 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 
（百万円） 

△45 17 △28 △28 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△45 1 △44 700 

平成19年3月31日残高（百万円) 517 2,859 3,377 6,340 

（1）別途積立金     600百万円 

合計     652百万円 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャ 
ッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税引前中間（当期）純
利益 

  668 1,083 1,380

減価償却費   102 179 223

賞与引当金の増加額   20 23 60

役員賞与引当金の増減
額（△減少額） 

  － △4 9

退職給付引当金の増加
額（△減少額） 

  13 31 △8

役員退職引当金の増加
額（△減少額） 

  △1 △16 3

貸倒引当金の増加額   36 12 32

受取利息及び受取配当
金 

  △4 △7 △14

支払利息   38 27 75

有形固定資産売却損   － － 2

有形固定資産廃却損   10 6 13

売上債権の増加額（△
減少額） 

  △231 △155 306

棚卸資産の増加額   △540 △20 △826

仕入債務の増加額   472 518 767

その他   △2 100 54

小計   581 1,777 2,079

利息及び配当金の受取
額 

  10 13 12

利息の支払額   △37 △27 △69

法人税等の支払額   △404 △416 △641

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  150 1,346 1,380

 



    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャ 
ッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入による
支出 

  － － △50

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △146 △466 △422

有形固定資産の売却に
よる収入 

  0 － 1

無形固定資産の取得に
よる支出 

  － △1 △5

投資有価証券の取得に
よる支出 

  △1 △1 △2

その他   4 4 1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △143 △464 △477

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減額   65 － △160

長期借入金の借入によ
る収入 

  300 － 300

長期借入金の返済によ
る支出 

  △220 △240 △468

配当金の支払額   △47 △79 △47

その他   △1 △2 △2

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  95 △322 △378

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  102 559 524

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  696 1,220 696

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  798 1,780 1,220

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

の方法 

(1）棚卸資産 

製品・仕掛品 

 個別法（一部総平均法）に基

づく原価法 

(1）棚卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

(1）棚卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

  原材料・貯蔵品 

 総平均法に基づく原価法 

原材料・貯蔵品 

同左 

原材料・貯蔵品 

同左 

  (2）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間期末前１ヶ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

(2）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同左 

(2）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末前１ヶ月の市場価格等

の平均に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

同左 

  (3）デリバティブ 

時価法 

  

────── 

(3）デリバティブ 

時価法 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（附属設備を含む）は定

額法、建物以外は定率法によっ

ております。 

 なお取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、法

人税法の規定に基づく３年均等

償却によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 ７～60年

機械装置及び 

車両運搬具 
２～11年

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

失等に備えるため、一般債権に

ついては貸倒等実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に充てる

ため、支給見込額基準に基づき

計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  ────── (3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

(3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当  

 事業年度における支給見込額に 

 基づき計上しております。 

  

  (3）製品保証等引当金 

 売上製品の保証等の費用に充

てるため、売上高に対する過去

の実績比率に基づき計上してお

ります。 

(4）製品保証等引当金 

同左 

(4）製品保証等引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（1,634百万円）は、10年によ

る均等額を営業外費用として処

理しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(5）退職給付引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（1,634百万円）は、10年による

均等額を営業外費用として処理

しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

  (5）役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(6）役員退職引当金 

同左 

(6）役員退職引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

────── (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ 

ヘッジ対象 

 資金調達に係る金利変動リス

ク 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ 

ヘッジ対象 

 資金調達に係る金利変動リス

ク 

  (3）ヘッジ方針 

 市場リスク管理方針に基づ

き、借入金金利変動リスクをヘ

ッジする手段として金利スワッ

プ取引を取り扱うことにしてお

ります。 

  (3）ヘッジ方針 

 市場リスク管理方針に基づ

き、借入金金利変動リスクをヘ

ッジする手段として金利スワッ

プ取引を取り扱うことにしてお

ります。 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 借入金の支払利息にかかわる

金利変動額と金利スワップ取引

の金利変動額との累計を比率分

析により測定し、有効性の評価

を行います。 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 借入金の支払利息にかかわる

金利変動額と金利スワップ取引

の金利変動額との累計を比率分

析により測定し、有効性の評価

を行います。 

６ 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

７ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

   追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）  

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は5,891百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）  

当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は6,340百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。  

（役員賞与に関する会計基準）  

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。  

────── （役員賞与に関する会計基準）  

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ

9,150千円減少しております。  

────── 

   

 (有形固定資産の減価償却の方法) 

当中間会計期間より、法人税法の改

正に伴い、平成19年4月1日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

 この変更に伴い、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は6百万円そ

れぞれ減少しております。  

────── 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────  (有形固定資産の減価償却の方法) 

当中間会計期間より、法人税法の改

正に伴い、平成19年3月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の5％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の5％

相当額と、備忘価額との差額を5年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

 この変更に伴い、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は23百万円そ

れぞれ減少しております。  

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 
8,460百万円      8,592百万円 8,496百万円 

※２ 担保に供している資産       

有形固定資産 

（工場財団） 
5,504百万円      5,526百万円 5,509百万円 

投資有価証券 1,042百万円      887百万円  1,059百万円 

   上記資産に対応する債務は短期

借入金225百万円及び長期借入金

（１年以内返済の長期借入金を含

む）2,920百万円であります。 

 この内短期借入金225百万円及

び長期借入金（１年以内返済の長

期借入金を含む）2,198百万円は

工場財団抵当に対応する借入金で

あります。 

 上記資産に対応する債務は長期

借入金（１年以内返済の長期借入

金を含む）2,447百万円でありま

す。 

 この内長期借入金（１年以内返

済の長期借入金を含む）1,859百

万円は工場財団抵当に対応する借

入金であります。 

 上記資産に対応する債務は長期

借入金（１年以内返済の長期借入

金を含む）2,680百万円でありま

す。 

 この内長期借入金（１年以内返

済の長期借入金を含む）2,015百万

円は工場財団抵当に対応する借入

金であります。 

※３ 消費税等の表示方法  「仮払消費税等」と「仮受消費

税等」とを相殺し、差額の「未払

消費税等」19百万円は流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

 「仮払消費税等」と「仮受消費

税等」とを相殺し、差額の「未払

消費税等」41百万円は流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

――――― 

※４ 中間期末日満期手形  中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当

中間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含ま

れております。  

受取手形   223百万円 

支払手形   198百万円 

 中間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当

中間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含ま

れております。  

受取手形    275百万円 

支払手形   201百万円 

 期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当会計

期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。 

  

受取手形   148百万円 

支払手形   194百万円 



（中間損益計算書関係） 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要

なもの 

      

受取利息 0百万円  1百万円  1百万円 

受取配当金 3百万円  5百万円  13百万円 

研究開発補助金 －百万円  15百万円  61百万円 

※２ 営業外費用のうち主要

なもの 

      

支払利息 38百万円   27百万円   75百万円 

退職給付費用 81百万円   81百万円    163百万円 

 ３ 減価償却実施額       

有形固定資産 99百万円   175百万円    220百万円 

無形固定資産 2百万円  4百万円  3百万円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至  平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,799株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

       （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

   該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至  平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,022株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

       （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

   該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  16,000,000 － － 16,000,000 

合計 16,000,000 － － 16,000,000 

 自己株式         

   普通株式 （注） 16,269 3,799 － 20,068 

合計 16,269 3,799 － 20,068 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 47 3.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  16,000,000 －  －  16,000,000 

合計 16,000,000 －  －  16,000,000 

 自己株式         

   普通株式 （注） 22,467 3,022 －  25,489 

合計 22,467 3,022 －  25,489 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 79 5.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日 



前事業年度（自 平成18年４月１日 至  平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加6,198株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

 発行済株式        

   普通株式  16,000,000 －  －  16,000,000 

合計 16,000,000 －  －  16,000,000 

 自己株式         

   普通株式 （注） 16,269 6,198 －  22,467 

合計 16,269 6,198 －  22,467 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 47 3.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 79 利益剰余金 5.0  平成19年３月31日  平成19年６月29日

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

平成18年９月30日現在 平成19年９月30日現在 平成19年３月31日現在 

現金及び預金勘定 798百万円

現金及び現金同等物 798百万円

現金及び預金勘定 1,480百万円

譲渡性預金 350百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△50百万円

現金及び現金同等物 1,780百万円

現金及び預金勘定  870百万円

譲渡性預金 400百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△50百万円

現金及び現金同等物 1,220百万円



（リース取引関係） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具・
器具及
び備品 

117 59 57

合計 117 59 57

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

工具・
器具及
び備品 

107 70 36

合計 107 70 36

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

工具・
器具及
び備品 

111 63 47

合計 111 63 47

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）      同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 22百万円

１年超 34百万円

合計 57百万円

１年内   20百万円

１年超   15百万円

合計   36百万円

１年内   21百万円

１年超   26百万円

合計   47百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）      同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

３ 支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

３ 支払リース料   11百万円

減価償却費相当額   11百万円

３ 支払リース料   24百万円

減価償却費相当額   24百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法は、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

４        同左 ４        同左 

  (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

 (減損損失について) 

         同左 

 (減損損失について) 

         同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額 

 （注） 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間会計期間末における時価が取

得原価の50％以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有

有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減

損処理を行っております。 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額 

 （注） 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間会計期間末における時価が取

得原価の50％以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有

有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減

損処理を行っております。 

有価証券の種類 
取得原価 
（百万円） 

中間貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 304 1,139 835 

合計 304 1,139 835 

区分 有価証券の種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券 非上場株式 51 

  債券 10 

有価証券の種類 
取得原価 
（百万円） 

中間貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 306 1,024 717 

合計 306 1,024 717 

区分 有価証券の種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券 非上場株式 51 

  譲渡性預金 350 

  債券 10 



前事業年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

 （注） 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当事業年度末における時価が取得原

価の50％以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有

有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減

損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

有価証券の種類 
取得原価 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 305 1,177 871 

合計 305 1,177 871 

区分 有価証券の種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券 非上場株式 51 

  譲渡性預金 400 

  債券 10 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当社のデリバティブ取引には、ヘッ

ジ会計を適用しているので、該当事

項はありません。 

 該当事項はありません。  期末残高がないため、該当事項はあ

りません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 368円55銭

１株当たり中間純利益 23円06銭

１株当たり純資産額  424円82銭

１株当たり中間純利益   38円75銭

１株当たり純資産額  396円87銭

１株当たり当期純利益   48円78銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

（追加情報）  

  「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る中間期末の純資産額に含めて

おります。 

 なお、前事業年度末において採用

していた方法により算定した当中間

会計期間末の１株当たり純資産額

は、368.70円であります。 

  

同左 

  

  

 ────── 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

  

 ────── 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純

利益 
(百万円) 368 619 779 

普通株主に帰属

しない金額 
(百万円) － － － 

普通株式に係る

中間（当期）純

利益 

(百万円) 368 619 779 

普通株式の期中

平均株式数 
（千株） 15,982 15,976 15,980 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第142期） 

自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日
  

平成19年６月28日 

近畿財務局長に提出 
  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

阪 神 内 燃 機 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神内燃機工業株式

会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１４２期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、阪神内

燃機工業株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成

１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 田 侚 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 益 司 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月21日 

阪神内燃機工業株式会社  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 木村 幸彦  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 藤井 睦裕  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている阪神内燃機工業株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第143期事業年度の中間会計期間（平成19年

4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、阪神内燃機工業株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月

1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                                   以 上

  

  

  

  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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